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規 則
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高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行

細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ７ 年 ３ 月 28日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 25号

高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行

細 則 （ 平 成 28年 高 知 県 規 則 第 51号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

第 ３ 条 第 １ 項 中 「 第 １ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ３ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 中 「 第 １ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 ３ 条 第 ３ 項 」 に 改 め る 。

第 ４ 条 中 「 第 12条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 第 13条 第 ２ 項 若 し

く は 第 ３ 項 」 を 「 第 11条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 又 は 第 12条 第 ２ 項

若 し く は 第 ３ 項 」 に 、 「 第 12条 第 ３ 項 又 は 第 13条 第 ４ 項 」 を 「 第

11条 第 ３ 項 又 は 第 12条 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の 見 出 し 中 「 特 定 建 築 物 に 係 る 」 を 削 り 、 同 条 中 「 第 14

条 第 １ 項 」 を 「 第 13条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 ６ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 ６ 条 削 除

第 ７ 条 第 １ 項 中 「 第 11条 」 を 「 第 13条 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 第 ３ 条 （ 省 令 第 ７ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ５ 条 （ 省 令 第 ９ 条 第 ２ 項 」

に 改 め る 。

第 ８ 条 中 「 特 定 建 築 物 の 」 を 削 り 、 「 当 該 特 定 建 築 物 」 を 「 当

該 建 築 物 」 に 、 「 第 ３ 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に 、 「 第 18条 第 16項 」 を

「 第 18条 第 20項 」 に 、 「 以 下 」 を 「 次 条 に お い て 」 に 改 め る 。

第 ９ 条 中 「 特 定 建 築 物 の 」 を 削 り 、 「 当 該 特 定 建 築 物 に 」 を

「 当 該 建 築 物 に 」 に 、 「 建 築 主 事 等 に 、 当 該 特 定 建 築 物 」 を 「 建

築 主 事 等 に 、 当 該 建 築 物 」 に 改 め 、 同 条 た だ し 書 中 「 第 ８ 条 の ２

第 13項 及 び 第 21項 」 を 「 第 ８ 条 の ２ の ２ 」 に 、 「 特 定 建 築 物 」 を

「 建 築 物 」 に 改 め る 。

第 10条 及 び 第 11条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 10条 及 び 第 11条 削 除

第 12条 第 １ 項 中 「 第 23条 第 １ 項 及 び 第 24条 の ３ 第 ２ 項 第 １ 号 」

を 「 第 20条 第 １ 項 及 び 第 23条 第 ２ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号

中 「 第 15条 第 １ 項 」 を 「 第 14条 第 １ 項 」 に 、 「 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 」 を 「 住 宅 の 品 質 確 保 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 11年 法 律

第 81号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 （ 次 号 に

お い て 「 登 録 住 宅 性 能 評 価 機 関 」 と い う 。 ） 」 に 、 「 以 下 」 を

「 以 下 こ の 号 に お い て 」 に 、 「 第 35条 第 １ 項 第 １ 号 （ 法 第 36条 第

２ 項 」 を 「 第 30条 第 １ 項 第 １ 号 （ 法 第 31条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 項

第 ２ 号 中 「 以 下 」 を 「 以 下 こ の 号 に お い て 」 に 、 「 性 能 表 示 基



準 」 を 「 日 本 住 宅 性 能 表 示 基 準 （ 平 成 13年 ８ 月 国 土 交 通 省 告 示 第

134 6号 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 35条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第

30条 第 １ 項 第 １ 号 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 23条 第 ３ 項 」 を

「 第 20条 第 ３ 項 」 に 改 め る 。

第 13条 中 「 第 34条 第 １ 項 」 を 「 第 29条 第 １ 項 」 に 、 「 第 27条 」

を 「 第 26条 」 に 、 「 第 35条 第 １ 項 又 は 第 36条 第 １ 項 」 を 「 第 30条

第 １ 項 又 は 第 31条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 14条 第 １ 項 中 「 第 34条 第 １ 項 」 を 「 第 29条 第 １ 項 」 に 、 「 第

27条 」 を 「 第 26条 」 に 、 「 第 35条 第 １ 項 又 は 第 36条 第 １ 項 」 を

「 第 30条 第 １ 項 又 は 第 31条 第 １ 項 」 に 、 「 第 23条 第 １ 項 又 は 第 27

条 」 を 「 第 20条 第 １ 項 又 は 第 26条 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 35

条 第 １ 項 又 は 第 36条 第 １ 項 」 を 「 第 30条 第 １ 項 又 は 第 31条 第 １

項 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中 「 第 35条 第 １ 項 各 号 （ 法 第 36条 第 ２

項 」 を 「 第 30条 第 １ 項 各 号 （ 法 第 31条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 項 第 ２

号 中 「 第 35条 第 ６ 項 （ 法 第 36条 第 ２ 項 」 を 「 第 30条 第 ６ 項 （ 法 第

31条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。

第 15条 中 「 第 26条 」 を 「 第 25条 」 に 改 め る 。

第 16条 第 １ 項 中 「 第 29条 」 を 「 第 28条 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中

「 第 26条 」 を 「 第 25条 」 に 改 め る 。

第 17条 第 ２ 項 中 「 第 36条 第 １ 項 」 を 「 第 31条 第 １ 項 」 に 、 「 第

35条 第 １ 項 」 を 「 第 30条 第 １ 項 」 に 、 「 第 34条 第 １ 項 」 を 「 第 29

条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 19条 中 「 第 38条 」 を 「 第 33条 」 に 改 め る 。

第 20条 中 「 第 39条 」 を 「 第 34条 」 に 、 「 第 35条 第 １ 項 」 を 「 第

30条 第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 21条 か ら 第 24条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

第 21条 か ら 第 24条 ま で 削 除

第 27条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 第 35条 第 １ 項 第 １ 号 」 を 「 第 30

条 第 １ 項 第 １ 号 」 に 改 め る 。

第 28条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 28条 削 除

別 記 第 ２ 号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 第 14条 第 １ 項 」 を 「 第 13条

第 １ 項 」 に 、 「 特 定 建 築 物 」 を 「 建 築 物 」 に 改 め る 。

別 記 第 ３ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 ３ 号 様 式 削 除

別 記 第 ４ 号 様 式 （ 第 １ 面 ） 中 「 第 11条 」 を 「 第 13条 」 に 、 「 第

７ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ９ 条 第 ２ 項 」 に 、 「 第 ３ 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に

改 め 、 同 様 式 （ 第 １ 面 ） 注 中 「 第 ７ 面 」 を 「 第 ５ 面 」 に 、 「 別 記

様 式 第 一 の 第 二 面 か ら 第 七 面 ま で 」 を 「 別 記 様 式 第 一 の 第 二 面 か

ら 第 五 面 ま で 」 に 改 め る 。

別 記 第 ５ 号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 第 ７ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ９ 条

第 ２ 項 」 に 、 「 第 ３ 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に 改 め る 。

別 記 第 ６ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 ６ 号 様 式 削 除

別 記 第 ８ 号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 第 35条 第 １ 項 （ 第 36条 第 １



項 ） 」 を 「 第 30条 第 １ 項 （ 第 31条 第 １ 項 ） 」 に 改 め る 。

別 記 第 ９ 号 様 式 中 「 第 26条 」 を 「 第 25条 」 に 改 め る 。

別 記 第 10号 様 式 （ 第 １ 面 ） 中 「 第 29条 」 を 「 第 28条 」 に 、 「 第

26条 」 を 「 第 25条 」 に 改 め 、 同 様 式 （ 第 １ 面 ） 注 中 「 第 ６ 面 」 を

「 第 ５ 面 」 に 、 「 別 記 様 式 第 三 十 三 の 第 二 面 か ら 第 六 面 ま で 」 を

「 別 記 様 式 第 二 十 七 の 第 二 面 か ら 第 五 面 ま で 」 に 改 め る 。

別 記 第 11号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 第 26条 」 を 「 第 25条 」 に 改

め る 。

別 記 第 14号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 第 38条 」 を 「 第 33条 」 に 改

め る 。

別 記 第 15号 様 式 中 「□印 」を 削 り 、 「 第 39条 」 を 「 第 34条 」 に 、

「 第 35条 第 １ 項 」 を 「 第 30条 第 １ 項 」 に 、 「 第 25条 第 ２ 項 （ 同 令

第 28条 」 を 「 第 24条 第 ２ 項 （ 同 令 第 27条 」 に 改 め る 。

別 記 第 16号 様 式 か ら 別 記 第 18号 様 式 ま で を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る

法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


